
はくりゅう園ショートステイサービス事業所 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人庄内福祉会が経営するはくりゅう園ショートステイサービス事業所

（以下「事業所」という。）が行う指定短期入所生活介護の事業（以下「事業」と

いう。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する思考を定め、事

業所の生活相談員、看護職員、又は介護職員等の従業者（以下、「従業者」という。）

が利用者の心身機能の維持向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るため、要介護又は要支援に対し、適切な短期入所生活介護を提供するこ

とを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の従業者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排泄、食事等の介護その他必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。 

２ 事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護

支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスの提供に努め

る。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  事業所を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 一 名 称 はくりゅう園 ショートステイサービス事業所 

 二 所在地 福岡県飯塚市綱分１９２番地１（特別養護老人ホーム はくりゅう園内） 

 

（従業者の職種、職務内容） 

第４条  事業者の勤務する従業者の職種、職務内容は次のとおりとする。 

 一 管理者 １名 

    管理者は、事業所従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者

にこの規程を遵守させる為に必要な指揮命令を行う。 

 二 生活相談員 １名 

    生活相談員は、短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が

日常生活を営むことができるよう利用者又はその家族に対し、常に利用者の心身

の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導を行う。 

 三 介護職員又は看護職員 

    介護職員又は看護職員は、指定短期入所者生活介護の提供に当たるとともに、常

に利用者の健康状態を把握し、健康維持のために必要な措置を講じる。 

  四 医師（非常勤） 

    医師は利用者の健康状態を常に把握し、健康保持のために適切な措置を講じる。 

 五 栄養士 ２名 

    栄養士は、利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し、その者の自立支援

に配慮する。 

  六 機能訓練指導員 １名 

    機能訓練指導員は、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う。 

 七 調理員その他の従業者 



    調理員は利用者の栄養並びに身体の状況を考慮し、その者の自立支援に配慮する。 

 

（利用定員） 

第５条  事業の利用定員は１０人とする。ただし入院等で空床がある場合はその空きベッ

ドも利用する。（併設型及び空床型） 

 

（指定短期生活介護の内容及び利用料） 

第６条 指定短期生活介護の内容は次の通りとし、指定短期入所者生活介護を提供した場

合の利用料の額は、別添の通りとする。 

・ 介護計画の作成 

・ 入浴 

・ 排泄 

・ 食事 

・ 機能訓練 

・ 健康管理 

・ 相談及び援助 

・ その他サービスの提供 

・ 緊急時の対応 

・ 送迎 

 ２ 事業者は第６条の支払いをうける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払いを

利用者から受けるものとする。 

① 理美容代  

② 食費 別添利用者料金表の通り 

③ 滞在費 別添利用者料金表の通り 

④ 前号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められる費用。 

 ３ 事業者は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事

前に文書で説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受ける事

とする。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第７条 利用者は、短期入所生活介護の提供を受ける際に、次の事項について留意するも

のとする。 

  一 利用者は努めて健康に留意すること 

  二 管理者が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒をしてはならない。 

  三 指定された場所以外で火気を使用してはならない。 

  四 けんか、口論、泥酔等で他の利用者に迷惑を掛けてはならない。 

  五 その他管理者が定めたこと。 

 

（通常の事業及び送迎の実施地域） 

第８条 通常の事業及び送迎の実施地域は、嘉穂郡、飯塚市、嘉麻市、田川市、田川郡、

直方市の区域とする。 

 

 



（緊急時における対応方法） 

第９条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の促進を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は

予め事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

（非常災害対策） 

第 10条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくと共に、非常災害に備える

ため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 ２ 事業所は、前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めるものとする。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第 11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措

置を講ずるものとする。 

  一 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に

周知徹底を図る。 

 二 虐待防止のための指針の整備 

 三 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

 ２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 12条 指定短期入所生活介護事業所は、介護員等の質的向上を図るための研修の機会を

設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

 ２ 従業者は、業務上知りえた利用者または家族の秘密を保持する。 

 ３ 従業者であったものに、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇

用契約の内容とする。 

 ４ この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人庄内福祉会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めることとする。 

 ５ 事業所は、当該施設の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、協力病

院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 附 則 

この規定は平成１２年４月１日から施行する。 

 

平成１２年３月１０日変更届  運営規定添付料金表 

 

平成１３年３月１日 

  利用定員      併設型及び空床型へ変更 

  事業の実施地域   嘉穂郡、飯塚市、山田市へ変更 

 

平成１４年２月２７日 

第５条（利用定員）の変更 

  併設型利用定員の変更 ４人から７人 

 

平成１７年５月１日 

第５条（利用定員）の変更 

  併設型利用定員の変更 ７人から１０人 

第８条（通常の事業の実施地域）の変更 

  事業の実施地域   嘉穂郡、飯塚市、山田市、田川市、田川郡へ変更 

 

平成１７年１０月１日 

第６条 （指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２１年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２１年７月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２３年１月１日 

第３条 （事業所の名称等）の変更 

  二 所在地 

変更前：福岡県飯塚市綱分９６６―２（特別養護老人ホーム白龍園１階） 

変更後：福岡県飯塚市綱分９６６―２（特別養護老人ホーム白龍園２階） 

 

平成２４年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２７年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 



平成２７年８月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２８年３月２０日 

第３条 （事業所の名称等） 

  一 名称 の変更 

  二 所在地 の変更 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成２９年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成３０年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成３０年５月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

平成３０年８月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

令和１年１０月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

令和１年１１月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

令和３年４月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

令和３年８月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 

  利用者料金表の変更 

 

令和３年９月１日 

第６条（指定短期生活介護の内容及び利用料）の変更 



  指定短期生活介護の内容に送迎を記載 

第８条（通常の事業の実施地域）の変更 

  （通常の事業の実施地域）から（通常の事業及び送迎の実施地域）に変更 

第１０条（非常災害対策）の変更 

項目２を追加 

第１１条（虐待防止のための措置に関する事項）を追加 

 

令和７年４月１日 

第８条（通常の事業及び送迎の実施地域） 

  山田市を除き、直方市を追加 

 


